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まえがき

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本酸化チタン工

業会(JTDIA)／財団法人日本規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって，JIS K 5116:1995 は改正され，この規格に置き換えられる。

改正に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO 591-1:2000，Titanium dioxide

pigments for paints－Part 1: Specifications and methods of test を基礎として用いた。

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。

JIS K 5116 には，次に示す附属書がある。

附属書（参考）JIS と対応する国際規格との対比表

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。
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日本工業規格 JIS
K 5116：2004

二酸化チタン（顔料）

Titanium dioxide (pigment)

序文　この規格は，2000 年に第 1 版として発行された ISO 591-1，Titanium dioxide pigments for paints－Part

1: Specifications and methods of test を元に，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて，附属書（参考）に示す。

1. 適用範囲　この規格は，二酸化チタンからなる顔料の品質及び試験方法について規定する。

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide 21 に基づき，IDT（一致している），MOD

（修正している），NEQ（同等でない）とする。

ISO 591-1:2000，Titanium dioxide pigments for paints－Part 1: Specifications and methods of test

(MOD)

2. 引用規格　次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで，発行年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって，その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は，その

最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS K 0557　用水・排水の試験に用いる水

JIS K 5101-1-1　顔料試験方法－第 1 部：分散性評価のための分散方法－第 1 節：通則

JIS K 5101-1-2  顔料試験方法－第 1 部：分散性評価のための分散方法－第 2 節：ペイントコンディシ

ョナ形振とう機

JIS K 5101-1-5　顔料試験方法－第 1 部：分散性評価のための分散方法－第 5 節：フーバーマラー

JIS K 5101-2-1　顔料試験方法－第 2 部：色の比較－第 1 節：目視法

備考 ISO 787-1:1982，General methods of test for pigments and extenders－Part 1: Comparision of colour

of pigments からの引用事項は，この規格の該当事項と同等である。

JIS K 5101-2-2　顔料試験方法－第 2 部：色の比較－第 2 節：測色計法

備考 ISO 787-25:1993，General methods of test for pigments and extenders－Part 25: Comparision of the

colour, in ful-shade systems, of white, black and coloured pigments－Colorimetric method からの引

用事項は，この規格の該当事項と同等である。

JIS K 5101-3-2　顔料試験方法－第 3 部：着色力－第 2 節：白色顔料の相対着色力（目視比較法）

JIS K 5101-3-3  顔料試験方法－第 3 部：着色力－第 3 節：有色顔料の相対着色力及び白色顔料の相対

散乱能の測定（光度計法）

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。


